
四日市市告示第４５６号 

 

都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第５５条第９項の規定により、次のとお

り、市民緑地の公告をする。 

 

令和７年６月１９日 

 

  四日市市長 森  智 広  

 

１ 市民緑地の名称   市民緑地 曽井の里山 

 

２ 市民緑地の区域   四日市市曽井町字中ケ谷 

１１２０－２、１１２０－７、１１２０－８ 

 

３ 市民緑地の開設日  令和７年６月２０日 

 

４ 市民緑地の管理期間  令和５年１１月１８日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     （都市整備部公園緑政課） 

 

 

 


